
「⽇経クロストレンド有料会員」確認事項及びサービス利⽤規約、付随規約 

⽇経メディアマーケティング株式会社 
 

・⽇経メディアマーケティングが取り扱う「⽇経クロストレンド有料会員」のご契約は⽇本
国内の申込みが対象です。 
・申込情報は⽇経メディアマーケティグ及び⽇経 BP に登録されます。 
・代⾦は、⽇経メディアマーケティングからお届けする請求書でお⽀払いください。 
・契約期間、料⾦等を⽇経メディアマーケティングより通知します。この通知の発⾏をもっ
て本申込契約は成⽴します。 
・本申込契約成⽴後の解約はできません。また⽇経メディアマーケティングは、既に受領し
た利⽤料⾦の払い戻しを⾏わないものとします。 
・ご契約は事前のご連絡がない限り従前と同⼀内容（但し、料⾦変更後の更新契約は新料⾦
適⽤）で⾃動更新されます。更新を希望されない場合、契約期間満了の１ヵ⽉前までに⽇経
メディアマーケティングにご連絡ください。 
・「⽇経クロストレンド有料会員」をお申し込みいただくと、「⽇経クロストレンド有料会員」
「⽇経クロストレンド登録会員(無料)」「⽇経 BP SHOP マイデータ」に登録させていただ
きます。これらのサービスは登録認証基盤として⽇経 ID を利⽤しており、「⽇経 ID 利⽤規
約（https://www.nikkei.com/lounge/help/tos.html）」および「⽇経クロストレンド有料会員
規約（https://account.nikkeibp.co.jp/tos/50-svn0381.html）」、「⽇経クロストレンド登録会
員規約（https://account.nikkeibp.co.jp/tos/50-svn0380.html）」、「⽇経 BP SHOP 利⽤規約
（https://account.nikkeibp.co.jp/tos/50-bpshop.html）」を必ずお読みいただき、ご同意のう
えお申し込みください。⽇経 ID の登録がない⽅は、⽇経 BP にて上記申込内容で⽇経 ID
の登録を⾏います。⽇経 ID を退会すると、「⽇経クロストレンド有料会員」を利⽤できな
くなります。 
 
【⽇経クロストレンド有料会員のご契約について】 
「⽇経クロストレンド有料会員」は、雑誌記事やオリジナル有料記事等をパソコンやスマー
トフォンやタブレット等の端末でお読みいただけるサービスです。ご契約 1 件に対し、サ
ービスを利⽤するための ID を 1 つ付与します。 
 
利⽤推奨環境について： 
本サービスは HTML5 に対応したウェブブラウザでご覧いただけます。パソコン、スマー
トフォンのメーカーサポート対象の主要 OS（Windows、iOS、Android）や HTML5 対応
のブラウザでの動作を検証しておりますが、端末によっては、本サービスをご利⽤いただけ
ない場合がございます。 
 
通信料について： 
本サービスの利⽤には、インターネットへの接続が必要となります。インターネットの接続
に必要となる通信料はお客様のご負担となります。特に、パケット通信につきましては、携



帯電話会社が提供するパケット定額サービスへの加⼊を強くお薦めします。通信契約を申
し込んだ国以外で利⽤する場合、パケット定額サービスが適⽤されないことがありますの
でご注意ください。 
 
＜付随規約＞ 
「⽇経クロストレンド有料会員規約」 
・第 9 条の不承諾および承諾取り消しの権利、第 17 条の契約解除権、第 26 条の損害賠償
請求権は⽇経メディアマーケティングも保有します。 
・第 17 条第 1 項による解除の場合、当該時点で発⽣している利⽤料⾦等の⽀払い債務を⽇
経メディアマーケティングに対して履⾏するものとします。 
・本申込契約成⽴後の解約はできません。また⽇経メディアマーケティングは、既に受領し
た利⽤料⾦の払い戻しを⾏わないものとします。 
・第 11 条に記載のクレジットカード払いは、本申込では適⽤いたしません。 
・第 13 条に記載の雑誌、第 14 条に記載の付帯物の送本はありません。 
・第 15 条は本申込では適⽤いたしません。 
・契約期間満了の１ヵ⽉前までに⽇経メディアマーケティングに通知がない限り、従前と同
⼀の契約内容で⾃動的に契約が更新するものとします。なお、料⾦を変更した後の更新後の
契約については新料⾦が適⽤されます。 
 
「⽇経クロストレンド登録会員規約」 
第 9 条の不承諾および承諾取り消しの権利、第 12 条の契約解除権、第 20 条の損害賠償請
求権は⽇経メディアマーケティングも保有します。 
 
・⽇経 BP に係わる免責規定は⽇経メディアマーケティングにも適⽤されるものとします。 
・お客様と⽇経メディアマーケティングとの間で訴訟の必要が⽣じた場合は、東京地⽅裁判
所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 
・付随規約は、「⽇経クロストレンド有料会員規約」「⽇経クロストレンド登録会員規約」に
優先して適⽤されます。 
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